
 

 
 
 

 

令 和 ８年 ５月 １日 

総 務 部 

消 防 本 部 

 

職員の処分について 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

１ 被処分者、処分事案の概要及び処分の理由 

被処分者、処分事案の概要及び処分の理由 

被処分者 

当事者 

 ①消防本部消防署 係長 ４０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ ６月 

 ②消防本部消防署 係長 ５０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ ３月 

 ③消防本部消防総務課 主査 ４０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ④消防本部消防署 係長 ４０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑤消防本部消防署 係長 ４０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑥消防本部消防署 主査 ４０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑦消防本部消防署 主査 ４０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑧消防本部消防署 副主査 ３０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑨消防本部消防署 副主査 ３０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑩消防本部消防署 職員 ２０代・男  懲戒処分：減給１０分の１ １月 

 ⑪消防本部消防署 主査：５０代・男 懲戒処分：戒告 

 ⑫消防本部消防署 副主査：３０代・男 懲戒処分：戒告 

管理監督者 

 ①消防本部 消防長 ５０代・男  懲戒処分：戒告 

 ②消防本部 副消防長 ５０代・男 懲戒処分：戒告 

処分事案の概要 

当事者①～⑩は、令和７年１１月８日（土）及び９日（日）に大分県内で行われた

「令和７年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練」において、８日（土）の消

灯時間後、飲酒し騒ぐなどして、複数回注意を受けていたもの。このうち、当事者

①は、８日（土）の勤務時間中においても飲酒していたもの。 

また、合同訓練後において、当事者①及び②の主導のもと、当事者①～⑫は、上

司等に対して、虚偽の報告、回答を複数回行っていたもの。 

 

令和８年５月１日、唐津市消防本部の職員１４人に対して、懲戒処分を行い

ました。 
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処分の理由 

当事者 

地方公務員法第２９条第１項第１号「法令等に違反した場合」、同項第２号「職

務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」、同項第３号「全体の奉仕者たる

にふさわしくない非行があった場合」 

 

管理監督者 

地方公務員法第２９条第１項第２号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った

場合」 

 

               

２ 処分年月日 

  令和８年５月１日（金） 

  

（本件の問い合わせ先） 

総務部 人事課 

担当：大石、江里口 

電話：直通 ７２-９１８５ （内線１４４0） 

 

消防本部 消防総務課 

担当：進藤 

電話：直通 72-4147 


